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東京2020オリンピック聖火リレー in松野



２

　４月22日（木）、「東京2020オリン
ピック聖火リレー」が開催されました。
　町内からは、岡武男さん（吉野91
歳）、東晴七さん（吉野16歳）が聖火
ランナーとして選出され、合計４名の
ランナーが、スタートである松野町役
場からゴールの虹の森公園第２駐車場
の約650ｍを聖火でつなぎ、沿道の応
援を受けながら笑顔で走りました。ま
た、スポンサー枠ランナーとして、山
下貴大さん（松丸31歳）が久万高原町
を走りました。
　聖火ランナーの皆さん、お疲れ様で
した。
　また、長時間の交通規制にご協力い
ただきありがとうございました。

各ランナーコメント

　聖火ランナーに選ばれて
大変名誉なことでした。感
謝の気持ちでいっぱいです。

岡　武男　さん 山下　貴大　さん
　走らせていただいた中で、
たくさんの応援と笑顔が力
になりました。これからも
選手として松野から世界を
目指します！

東　晴七　さん

東京2020オリンピック聖火リレー東京2020オリンピック聖火リレー

　松野にいても「東京オリン
ピックに参加できるんだ」と
いうことを松野の子どもた
ちに伝えたかったので、良
かったです。コロナの早期
終息を願います。



３

　
３
月
27
日
（
土
）
か
ら
４
月
11
日
（
日
）
に
か
け
て
、

「
ま
つ
の
桃
源
郷
マ
ラ
ソ
ン
大
会
オ
ン
ラ
イ
ン
２
０
２

１
」
が
開
催
さ
れ
、
約
６
５
０
人
の
ラ
ン
ナ
ー
が
参

加
し
ま
し
た
。

　
今
大
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
使
用
し

て
、
コ
ー
ス
上
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
回
る
「
ア

プ
リ
ロ
ゲ
イ
ニ
ン
グ
」
方
式
を
採
用
し
、
16
日
間
の

分
散
開
催
と
し
ま
し
た
。

　
初
日
は
天
候
も
良
く
、
大
勢
の
ラ
ン
ナ
ー
の
方
が

ラ
ン
ニ
ン
グ
・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
コ
ー
ス
を
回
り
、

桜
や
桃
の
花
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
開
催
期
間
後
半
に
な
る
と
、
桜
や
桃
の
花

が
散
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
松
野
中
学
校
生
徒
会

の
皆
さ
ん
が
、
給
食
セ
ン
タ
ー
横
に
横
断
幕
を
作
成

し
、
ラ
ン
ナ
ー
の
皆
さ
ん
を
応
援
し
ま
し
た
。

　
普
段
の
大
会
と

は
違
う
形
で
の
開

催
と
な
り
ま
し
た

が
、「
森
の
国
ま
つ

の
」
の
春
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た

大
会
と
な
り
ま
し

た
。 ま

つ
の
桃
源
郷
マ
ラ
ソ
ン
大
会

オ
ン
ラ
イ
ン
２
０
２
１

ま
つ
の
桃
源
郷
マ
ラ
ソ
ン
大
会

オ
ン
ラ
イ
ン
２
０
２
１
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新庁舎建設だより

新庁舎・防災拠点施設建設工事進ちょく状況
　１階部分（鉄筋コンクリート造）の躯体工事が完了し、浄化槽新設工事を進めています。
　令和３年５月中旬から２階木造部分の躯体工事に着手します。

完成予想図（外観・内観）

【１階躯体（鉄筋コンクリート造）工事完了：令和３年４月30日現在】

事業全体スケジュール（令和２年10月～令和４年７月）

外観（敷地）完成イメージ 内観（ロビー）完成イメージ

１階躯体工事完了（型枠撤去） 浄化槽新設工事着手
（コミュニティセンター前駐車場内）
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防災安全コーナー

災害対策基本法が改正されました
　災害対策基本法の改正により、令和３年５月20日から警戒レベル等の内容が一
部変更されました。
　分かりにくさを解消する目的から、警戒レベル４は「避難指示」に一本化され、
警戒レベル「３」の「避難準備・高齢者等避難開始」についても、同じ理由から、「高
齢者等避難」に名称を変更しました。また、警戒レベル「５」で発令していた「災
害発生情報」は、実際には発令できないことが多く有効に機能していないとして、
「緊急安全確保」に名称を変更し、警戒レベル「４」までに避難を促せるよう改善
されました。

※　身の危険を感じたときは、警戒レベルに関わらず速やかに避難してください。
また、ゲリラ豪雨や地震など、突発的な災害時には必ずしも段階的に発令され
るとは限りません。上記の警戒レベルを基準に、防災行政無線やテレビのデー
タ放送等で防災情報を確認し、早めの行動を心がけましょう。



６

の掲示板ま ち

愛媛・大分交流市町村　コラボ企画　豊予交流　～佐伯市～
　愛媛県側９つの自治体と大分県側９つの自治体は、新たな経済圏域の循環などを目的として、コラ
ボ企画「豊予交流」を連載しています。大分県側の自治体の歴史・文化など、魅力満載です。
　今月は、佐伯市をご紹介します。



７

の掲示板ま ち

　4月、森の国松野町は花爛漫の季節を迎えました。

　河後森城跡のオンツツジ、フレンドまつのの芝桜をご紹介します。

　いずれも訪れた人の心を和ませる風景でした。

完成した紅茶 

▲

▲作業中の川嶋さん

▲川嶋さん

▲ お茶を乾燥させている様子

川
嶋
健
佑
さ
ん
︵
蕨
生
在
住
︶

No.9

　
今
回
は
︑
蕨
生
真
土
で
紅
茶
の
生
産
を
は
じ
め

た
川
嶋
健
佑
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
︒

　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
一
年
目
か
ら
密
か
に
取
り
組
ん
で

い
た
蕨
生
真
土
で
の
紅
茶
作
り
︒
き
っ
か
け
は
︑
松
野
町

に
引
っ
越
し
て
き
て
す
ぐ
に
お
裾
分
け
し
て
い
た
だ
い
た

手
揉
み
茶
の
香
り
が
華
や
か
で
今
ま
で
飲
ん
だ
お
茶
と
は

違
っ
た
こ
と
で
し
た
︒
そ
こ
か

ら
松
野
町
の
お
茶
に
興
味
を
持

ち
︑久
万
高
原
町
で
紅
茶
を
作
っ

て
い
る
農
家
民
宿
﹁
て
っ
ぺ
ん
﹂
の
松
本
さ
ん
に
紅
茶
づ

く
り
を
ご
指
導
い
た
だ
き
︑
紅
茶
の
作
り
方
を
覚
え
ま
し

た
︒
実
際
に
松
野
町
内
に
茶
畑
を
借
り
る
こ
と
に
な
り
︑

調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
︑
松
野
町
は
お
茶
の
栽
培
に
ぴ
っ

た
り
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
︒
紅
茶
作
り
は
︑
ま
だ
ま

だ
始
め
た
ば
か
り
で
す
が
︑
地
域
の
人
に
助
け
て
い
た
だ

き
な
が
ら
︑
松
野
町
で
昔
か
ら
栽
培
さ
れ
て
い
る
﹁
や
ぶ

き
た
﹂
を
使
っ
て
紅
茶

づ
く
り
を
本
格
的
に
は

じ
め
て
い
ま
す
︒

ま
ち
か
ど
ス
ク
ー
プ

▼お茶の芽

メッセージ
おいしい紅茶ができる
ように日々研究
しています！

フレンドまつの　芝桜 河後森城　オンツツジ

か
わ
し
ま
け
ん
す
け
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の掲示板ま ち

　
前
回
の
広
報
で
は
、
文
化
財
保
存
活

用
地
域
計
画
で
ま
と
め
た
松
野
町
の
歴

史
文
化
の
４
つ
の
特
徴
の
う
ち
、
１
点

目
の
「
森
が
育
む
営
み
」（
＝
農
山
村

に
暮
ら
す
）
の
歴
史
文
化
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
し
た
。
今
回
は
、２
点
目
の
「
森

が
生
み
出
す
水
の
恵
み
」（
＝
川
と
生

き
る
）
の
歴
史
文
化
に
つ
い
て
解
説
し

ま
す
。

　
「
森
が
生
み
出
す
水
の
恵
み
」（
＝
川

と
生
き
る
）
の
歴
史
文
化
は
、
森
か
ら

発
し
た
水
が
川
の
流
れ
へ
と
発
展
し
た

平
野
部
を
対
象
と
し
て
お
り
、
清
流
四

万
十
川
水
系
を
形
成
す
る
川
と
と
も
に

生
き
る
中
で
育
ん
で
き
た
歴
史
文
化
と

な
り
ま
す
。
古
く
は
石
器
を
使
っ
て
い

た
時
代
の
広
福
寺
遺
跡
（
延
野
々
）、

ま
た
中
世
の
頃
の
河
後
森
城
に
お
い
て

も
、
魚
を
捕
獲
す
る
網
用
の
お
も
り
が

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
松
野
町
で
の

く
ら
し
と
川
と
の
関
わ
り
は
、
切
っ
て

も
切
れ
な
い
間
柄
に
あ
る
と
言
え
ま

す
。

　
特
に
広
見
川
は
、
四
万
十
川
の
支
流

と
し
て
河
川
の
蛇
行
が
著
し
く
、
発
達

し
た
河
岸
段
丘
を
う
み
、
そ
の
地
形
を

利
用
し
た
集
落
や
田
畑
が
継
続
的
に
営

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
川
に
は
、
延
野
々

地
域
の
大
井
手
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
町
内
各
所
に
井
堰
が
設
け
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
水
は
現
在
で
も
多

く
の
水
田
を
う
る
お
し
て
い
ま
す
。
ま

た
一
方
、
川
に
お
け
る
生
業
と
の
関
係

で
は
、
ジ
ゴ
ク
漁
な
ど
の
伝
統
的
漁
具

を
用
い
た
ウ
ナ
ギ
等
の
水
産
資
源
や
こ

れ
を
食
材
と
し
た
地
元
独
特
の
川
魚
料

理
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
川
は
、
私
た
ち
に
恩

恵
だ
け
を
も
た
ら
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
平
成
30
年
の
豪
雨
災
害
は
記
憶
に

新
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
水
を
い
か
に

制
御
す
る
か
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
共

通
し
た
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、

広
見
川
流
域
に
発
達
し
た
水
害
防
備
林

は
、
川
か
ら
の
流
入
物
を
さ
え
ぎ
る
減

災
機
能
を
も
つ
と
と
も
に
肥
沃
な
農
地

の
形
成
に
役
立
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

町
内
に
唯
一
残
る
葛
川
の
沈
下
橋
は
、

増
水
時
に
川
に
沈
ん
で
し
ま
う
よ
う
に

設
計
さ
れ
た
欄
干
の
な
い
タ
イ
プ
の
橋

で
あ
り
、
交
通
面
で
の
人
々
の
く
ら
し

を
支
え
て
き
た
四
万
十
川
水
系
に
特
徴

的
な
施
設
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

こ
の
ほ
か
に
も
、
町
内
に
は
洪
水
や
渇

水
時
に
行
わ
れ
た
儀
式
や
伝
承
に
か
か

わ
る
松
丸
地
域
の
豊
饒
地
蔵
や
目
黒
地

域
の
木
造
菩
薩
立
像
（
水
引
地
蔵
）
な

ど
の
文
化
財
も
多
く
、
ど
う
し
て
も
制

御
し
き
れ
な
い
水
に
対
す
る
人
々
の
祈

り
や
願
い
が
込
め
ら
れ
た
信
仰
が
形
と

な
っ
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
特
徴

が
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
「
森
が
生
み
出
す
水

の
恵
み
」（
＝
川
と
生
き
る
）
の
歴
史

文
化
は
、
松
野
町
で
長
く
行
わ
れ
て
き

た
暮
ら
し
ぶ
り
と
深
く
結
び
つ
い
て
い

る
の
で
あ
り
、
幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越

え
て
き
た
側
面
を
も
含
み
込
む
重
要
な

要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
。　
　
（
続
く
）

解
説
し
ま
す
！

『
松
野
町
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
』③

▲葛川沈下橋 ▲ジゴク漁の様子

お
お
い
で

い
せ
き

ひ
よ
く

ら
ん
か
ん

ほ
う
じ
ょ
う
じ
ぞ
う

も
く
ぞ
う
ぼ
さ
つ
り
ゅ
う
ぞ
う

み
ず
ひ
き
じ
ぞ
う

す
い
が
い
ぼ
う
び
り
ん
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の掲示板ま ち

松野町にお住まいの皆さま、はじめまして！愛媛 FC背番号35番、大谷尚輝です。
2021シーズンより愛媛 FCに加入し、松野町の応援選手を務めさせて
いただくことになりました。宜しくお願いします！
僕のポジションはディフェンダーなので、チームの後方を支える役割をしています。
11人で行うサッカーでは欠かせない重要なポジションです！
僕は、華麗なプレーをするタイプではありませんが、
観ている方々が心に残るようなプレーができるように
心掛けています。

さて愛媛FCは、6月の４試合中３試合はアウェイで行います。
Jリーグはホーム＆アウェイ方式で戦っており、

アウェイとは対戦チームのスタジアムで試合を行うことです。
全国津々浦々、色々な地域に遠征し戦います！

松野町の皆様は特に、ニンジニアスタジアムで行うホームゲームに
お越しいただき、僕を応援していただけると嬉しいです！

今後の大谷尚輝の応援を宜しくお願い致します！

♯
35  

大
谷
尚
輝
選
手

　
森
の
国
さ
く
ら
の
会
は
シ
ニ
ア
世
代
が
多
く
在
籍
し
て
お
り
、
１
年
を
通
じ

て
桜
の
管
理
や
花
い
っ
ぱ
い
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　
日
頃
の
地
域
活
動
の
貢
献
に
対
し
て　
公
益
財
団
法
人　
日
本
生
命
財
団
か

ら
賞
状
と
顕
彰
金
を
贈
呈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
本
会
は
こ
れ
を
契
機
に
、
一
層
積
極
的
な
地
域
活
動
に
貢
献
し
、
地
域
を
潤

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
建
設
環
境
課
内　
森
の
国
さ
く
ら
の
会
事
務
局

　
☎
42
・
１
１
１
５

森
の
国
さ
く
ら
の
会
に

「
生
き
生
き
シ
ニ
ア
活
動
顕
彰
」
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た

◎６月の愛媛FCホームゲーム予定（ニンジニアスタジアムで開催）

６月13日（日） 18：00 キックオフ ツエーゲン金沢
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の掲示板ま ち

　
ぼ
く
は
、と
も
だ
ち
と
あ
そ
ぶ
の
が
大
す
き
で
す
。
で
も
、と
き
ど
き
、

と
も
だ
ち
に

　「
や
め
て
。」

と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
ぼ
く
が
と
も
だ
ち
を
お
い
か
け
た
と
き
や
、

だ
き
つ
い
た
と
き
で
す
。
ぼ
く
は
あ
そ
ん
で
い
る
つ
も
り
で
も
、
あ
い

手
は
い
や
が
っ
て
い
て
、
先
生
に
も

　「
や
め
な
さ
い
。」

と
し
か
ら
れ
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、ぼ
く
は
、し
ま
っ
た
と
お
も
い
ま
す
。

先
生
に

　「
じ
ぶ
ん
は
、
た
の
し
く
て
も
、
あ
い
手
が
い
や
が
る
こ
と
は
だ
め
で

す
。」

と
い
わ
れ
る
の
で
、そ
の
と
お
り
だ
な
と
お
も
い
ま
す
。と
も
だ
ち
が「
や

め
て
。」
と
い
う
こ
と
を
し
て
し
ま
う
と
、
と
も
だ
ち
は
い
や
な
気
も
ち

だ
と
お
も
い
ま
す
。

　
け
れ
ど
も
、ぼ
く
は
お
も
し
ろ
く
な
る
と
、ま
た
お
な
じ
こ
と
を
や
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
き
ょ
う
、
人
け
ん
の
べ
ん
き
ょ
う
を
し
ま

し
た
。
人
け
ん
と
は
、
み
ん
な
が
し
あ
わ
せ

に
な
る
こ
と
で
す
。
人
は
み
ん
な
人
け
ん
を

も
っ
て
い
る
か
ら
、
と
も
だ
ち
の
い
や
が
る

こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
と
、
よ
く
わ
か
り

ま
し
た
。

　
ぼ
く
は
、
と
も
だ
ち
に
な
に
か
す
る
ま
え

に
、
き
ょ
う
べ
ん
き
ょ
う
し
た
こ
と
を
、
お

も
い
出
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
そ
し
て
、

と
も
だ
ち
の
気
も
ち
を
か
ん
が
え
て
、
な
か

よ
く
あ
そ
び
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

人
権
の
広
場

 「
と
も
だ
ち
の
い
や
が
る
こ
と
」
一
　
年

ま
ち
の
投
句
箱

町の人口 令和３年４月30日現在
※外国人を含みます

世帯数　2,009 世帯（＋２世帯） 

総人口　3,786 人 （－６人） 
　　　　　男1,776 人　女2,010 人
                    （４月中の異動） 
　　○出　生　１人　○死　亡　　５人
　　○転　入　15人　○転　出　17人

写真は本文と関係ありません

今
月
の
葛
句
会
例
会
句
会
は
お
休
み
し
ま
す
。

な
な
く
さ
を
お
ぼ
え
て
い
え
た
か
え
り
み
ち

西
予
市　
　

り
ほ
ん 　
　

数
か
ぞ
え
ほ
と
ほ
と
ゆ
れ
る
春
ざ
く
ら

宇
和
島
市　

有
田 

み
っ
く

真
青
に
晴
れ
た
る
空
に
桜
散
る

松
野
町　
　

田
中 

志
津
代

選
者　

葛
句
会
会
長　

谷
き
よ
し

俳
句
ポ
ス
ト
投
句
作
品
優
秀
句

　
　
　
　
　  

　
　
　
　
４
月
投
函
分
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Informationお し ら せ

１　
行
政
相
談

　
【
日　
　
時
】　
６
月
10
日
㈭
10
時
〜
12
時

　
【
場　
　
所
】　
社
会
福
祉
協
議
会
（
Ｊ
Ｒ
松
丸
駅
横
）

　
【
内　
　
容
】　
行
政
に
関
す
る
苦
情
や
要
望

　
【
相
談
員
】　
山
﨑　
ル
リ
子
（
行
政
相
談
委
員
）

２　
心
配
ご
と
法
律
相
談
（
弁
護
士
相
談
）

　
【
日　
　
時
】　
６
月
10
日
㈭
10
時
〜
12
時

　
【
場　
　
所
】　
社
会
福
祉
協
議
会
（
Ｊ
Ｒ
松
丸
駅
横
）

　
【
内　
　
容
】　
心
配
ご
と
法
律
相
談

　
【
相
談
員
】　
弁
護
士

　

※

前
日
ま
で
に
社
会
福
祉
協
議
会
へ
予
約
が
必
要
で
す
。

３　
人
権
相
談

　
【
日　
　
時
】　
６
月
10
日
㈭
10
時
〜
12
時

　
【
場　
　
所
】　
社
会
福
祉
協
議
会
（
Ｊ
Ｒ
松
丸
駅
横
）

　
【
内　
　
容
】　
人
権
相
談

　
【
相
談
員
】　
人
権
擁
護
委
員

　
納
付
書
に
よ
り
現
金
で
納
付
を
し
て
い
た
だ
く
方
に

は
、
６
月
中
旬
に
納
付
書
を
送
付
し
て
お
り
ま
す
。

　
紛
失
さ
れ
た
場
合
等
は
、
役
場
町
民
課
賦
課
徴
収
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
町
民
課　
賦
課
徴
収
係　
☎
42
・
１
１
１
２

　
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
費
等
に
関
す
る
法
律
が
施

行
さ
れ
、
令
和
元
年
７
月
か
ら
対
象
疾
患
が
３
３
３
疾
病

に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
宇
和
島
保
健
所
で
は
、
難
病
の
方
の
療
養
生
活
等
に
関

す
る
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
御
相
談
く
だ
さ

い
。
　
【
日　
時
】
毎
月
第
３
火
曜
日

　
　
　
　
　
13
時
30
分
〜
16
時
00
分（
１
人
１
時
間
程
度
）

　
【
場　
所
】
宇
和
島
市
天
神
町
７

－

１　

　
　
　
　
　
宇
和
島
保
健
所　
２
階　
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
室

　
【
担
当
者
】
保
健
師
（
必
要
に
応
じ
栄
養
士
・
歯
科
衛
生

士
等
が
対
応
し
ま
す
）

　
【
方　
法
】
来
所
に
よ
る
面
接
（
予
約
制
）

　
　
　
　
　

※

事
前
に
電
話
く
だ
さ
い
。

　
【
申
し
込
み
先
】

　
宇
和
島
保
健
所　
健
康
増
進
課　
難
病
・
母
子
保
健
係

　
☎
０
８
９
５
・
２
２
・
５
２
１
１　
（
内
線
２
６
０
）

　
宇
和
島
保
健
所
で
は
、
保
健
師
に
よ
る
「
ひ
き
こ
も
り

相
談
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
自
宅
に
６
ヵ
月
以
上
ひ
き
こ
も
り
、
学
業
や
仕
事
に
就

か
ず
、
家
族
以
外
の
人
と
親
密
な
対
人
関
係
が
も
て
な
い

状
態
が
続
い
て
お
困
り
の
ご
本
人
や
ご
家
族
の
皆
様
、
一

人
で
悩
ま
な
い
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
一
緒
に
考
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　
【
日　
時
】
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

　
　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
【
対
象
者
】
原
則
と
し
て
ひ
き
こ
も
り
の
本
人
が
18
歳
以

上
で
あ
る
場
合
の
本
人
及
び
家
族

　
【
相
談
方
法
】
電
話
相
談
（
随
時
）
も
し
く
は
来
所
相
談

　
（
予
約
制
）

　
【
費　
用
】
無
料

各
種
無
料
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

各
種
無
料
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

「
難
病
医
療
相
談
」
の
御
案
内

「
難
病
医
療
相
談
」
の
御
案
内

６
月
30
日
が
納
期
限
の
税
目
等

６
月
30
日
が
納
期
限
の
税
目
等

「
ひ
き
こ
も
り
相
談
」
の
ご
案
内

「
ひ
き
こ
も
り
相
談
」
の
ご
案
内

　
農
地
を
耕
作
目
的
で
取
得
す
る
場
合
に
は
、
農

地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会
の
許
可

を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
農
地
法
の

趣
旨
に
則
っ
て
、
投
機
目
的
等
の
農
地
の
権
利
移

動
を
規
制
し
、
農
地
の
保
全
と
農
地
利
用
の
効
率

化
に
よ
っ
て
農
業
振
興
を
図
る
た
め
で
す
。
そ
の

た
め
、
許
可
を
得
て
い
な
い
売
買
は
効
力
が
生
じ

な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
対
価
を
支
払
っ
た
と
し
て

も
所
有
権
の
移
転
が
出
来
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、

契
約
を
締
結
す
る
際
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

　
許
可
を
得
る
た
め
に
は
、
農
地
法
第
３
条
第
２

項
に
定
め
ら
れ
た
７
つ
の
不
許
可
要
件
全
て
に
該

当
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
世
帯
員
等
に
農

業
に
常
時
従
事
す
る
人
が
い
な
い
場
合
や
、
農
地

の
取
得
後
に
お
い
て
耕
作
権
を
有
す
る
全
て
の
農

地
を
効
率
的
に
耕
作
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合

等
は
許
可
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
あ
る
程
度
の
経
営
面
積
が
な
い
と
生
産

性
の
確
保
が
難
し
く
、
安
定
し
た
農
業
経
営
が
継

続
し
に
く
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
農
地
の

所
有
権
等
を
取
得
し
た
後
の
経
営
面
積
が
、
下
限

面
積
を
超
え
な
い
場
合
は
許
可
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
現
在
の
松
野
町
で
は
、
そ
の
下
限
面

積
を
町
内
全
域
30
ア
ー
ル
（
３
反
）
に
設
定
し
て

お
り
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
問
合
せ
先
】

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎
42
・
１
１
１
４

農
地
の
所
有
権
の
取
得
に
つ
い
て

農
地
の
所
有
権
の
取
得
に
つ
い
て

農業委員会だより（６月号）

町
民
税

第
一
期
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Informationお し ら せ

　
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
） 

は
「
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
」
の
２
０
２
１
年
春
募
集
を
５
月
20

日
か
ら
６
月
30
日
ま
で
行
い
ま
す
。
世
界
約
70
か
国
・
１

０
０
を
超
え
る
仕
事
が
、
今
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
な
た
の
技
術
・
経
験
を
開
発
途
上
国
で
生
か
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
現
地
の
人
々
と
協
働
し
な
が
ら
、人
づ
く
り
、

国
づ
く
り
に
協
力
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ウ
ェ
ブ
上
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
【
Ｕ
Ｒ
Ｌ
】

　

https://w
w
w
.jica.go.jp/volunteer/

　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
募
集
事
務
局

　
☎
０
４
２
・
４
０
４
・
５
０
２
１

　
不
妊
な
ど
、
妊
娠
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
配
事
に

つ
い
て
、
助
産
師
が
電
話
で
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
ひ
と

り
で
抱
え
込
ま
な
い
で
、
男
女
問
わ
ず
、
ど
な
た
で
も
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
日　
時
】
毎
週
土
曜
13
時
〜
17
時

　
　
　
　
　
（
８
／
14
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　
【
対　
象
】
不
妊
や
不
育
症
（
習
慣
性
流
産
）
に
悩
む
県
民

　
【
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
】　
☎
０
８
０
・
４
３
５
９
・
８
１
８
７

　
集
団
予
防
接
種
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
の
救
済

を
目
指
す
全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団
で
は
、
以
下

の
日
時
に
て
、
休
日
の
電
話
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。
相

談
料
無
料
。
な
お
、以
下
と
同
じ
番
号
で
、平
日
日
中
（
午

前
９
時
〜
12
時
、
午
後
１
時
〜
５
時
）
も
ご
相
談
を
お
受

け
し
て
い
ま
す
の
で
、
随
時
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
令
和
３
年
６
月
26
日
㈯
、
同
月
27
日
㈰
の
い
ず
れ
も　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

●
連
絡
先
：
０
１
２
０
・
１
０
・
６
５
８
９

●
全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団
（
弁
護
団
長
我
妻
正

規
（
広
島
弁
護
士
会
所
属
））

　
愛
媛
県
で
は
、
広
く
Ｈ
Ｉ
Ｖ
相
談
・
検
査
体
制
の
浸
透
・

普
及
を
図
る
た
め
、
６
月
１
日
〜
７
日
を
「
愛
媛
Ｈ
Ｉ
Ｖ

検
査
普
及
週
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
エ
イ
ズ
相
談
・Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
迅
速
検
査
は
、
毎
週
火
曜

日
10
時
〜
11
時
に
宇
和
島
保
健
所
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

相
談
・
検
査
は
無
料
・
匿
名
で
受
け
ら
れ
、
陰
性
の
場
合

は
当
日
30
分
程
度
で
結
果
を
お
知
ら
せ
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
担
当
窓
口
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
担
当
窓
口
】
宇
和
島
保
健
所
健
康
増
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
感
染
症
対
策
係

　
☎
０
８
９
５
・
２
２
・
５
２
１
１
（
内
線
２
５
７
）

　
保
健
福
祉
課
で
は
、
次
の
と
お
り
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
【
募
集
内
容
】　
単
身
世
帯
用　
３
部
屋

　
【
家　
　
賃
】　
１
１
，０
０
０
円
／
月

　
【
共
益
費
】　
３
，５
０
０
円
／
月

　
【
対　
　
象
】　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

　
１　
お
お
む
ね
60
歳
以
上
で
身
の
回
り
の
こ
と
が
自
分

で
で
き
る
こ
と
。

　
２　
共
同
生
活
に
適
応
で
き
る
こ
と
。

　
３　
生
活
費
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
収
入
等
が
あ

り
、
所
定
の
入
居
費
用
が
負
担
で
き
る
こ
と
。

　
【
募
集
期
間
】　
６
月
30
日
㈬
ま
で

　
【
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
保
健
福
祉
課　
介
護
福
祉
係

　
☎
42
・
０
７
０
８

　
町
政
な
ど
に
対
す
る
ご
意
見
・
ご
要
望
は
、
総
務
課
ま

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
〒
７
９
８
・
２
１
９
２

　
愛
媛
県
北
宇
和
郡
松
野
町
大
字
松
丸
３
４
３

　
松
野
町
役
場　
総
務
課

　
☎
42
・
１
１
１
１

　



m
-soum

u@
tow
n.m
atsuno.ehim
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Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
の
２
０
２
１
年

春
募
集
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
の
２
０
２
１
年

春
募
集
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

町
高
齢
者
共
同
生
活
住
宅
入
居
者
募
集

町
高
齢
者
共
同
生
活
住
宅
入
居
者
募
集

Ｂ
型
肝
炎
給
付
金
・
休
日
電
話

相
談
会
の
ご
案
内

Ｂ
型
肝
炎
給
付
金
・
休
日
電
話

相
談
会
の
ご
案
内

愛
媛
県
エ
イ
ズ
検
査
普
及
週
間
の

お
知
ら
せ

愛
媛
県
エ
イ
ズ
検
査
普
及
週
間
の

お
知
ら
せ

愛
媛
県
休
日
不
妊
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の

ご
案
内

愛
媛
県
休
日
不
妊
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
の

ご
案
内

皆
さ
ん
の
声
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い

皆
さ
ん
の
声
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
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Informationお し ら せ

　最新年度の証明書発行は次のとおりです。

※令和２年度以前の証明については、随時発行出来ます。
※給与天引き及び年金天引きの両方がある場合は、年金から天引きされている方に分類されます。
 【問い合わせ先】　町民課　賦課徴収係　☎４２－１１１２

令和３年度　町県民税（公課・所得）証明書の発行可能日等について

　虹の森まつの保育園に併設されている子育て支援センター「つくしんぼ」において、保育士による子育
て情報の提供や、講習会の実施、子育て親子の交流の場を提供するなど、子育ての不安感の緩和や子ども
の健やかな育ちを支援しています。

　　参加費は無料です。概ね生後４か月以降のお子さんや保護者の方が利用できます。
　　開設日：月曜日～金曜日  （9：30～ 15：00）
　　　　　　火曜日・金曜日（9：30～ 11：30）は、講習会や季節の遊び等を実施しています。
　　♪講習等のない時間帯も、センターを自由解放していますので、お気軽にご参加ください。

子育て親子の交流の場のお知らせ～つくしんぼ～

対象者 発行可能日

給与から町県民税（住民税）が天引きされている方

町県民税（住民税）を自身で納付する、または年金から天引きされている方

令３.５.７㈮～

令３.６.15 ㈫～

　新型コロナウイルスの感染拡大により、失業、事業の廃止（廃業）または休止の届出を行っているなど、
一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本
人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
　詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認下さい。

年 金 コ ー ーナ

ご相談・お手続きに関しては、
市町村または年金事務所までお問い合わせ下さい。
　宇和島年金事務所　☎０８９５－２２－５５６９（予約相談も受け付けています。）
　松野町町民課　　　☎０８９５－４２－１１１３（町民課直通）　

新型コロナウイルス感染拡大の影響により国民年金保険料の
納付が困難となった場合の免除制度の活用について

【国民年金被保険者の方へ】

虹の森まつの保育園　☎４２－０２０４
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　愛媛県後期高齢者医療の被保険者の方を対象に、無料の歯科口腔健診を実施しています。お口の健康は、
おいしい食事、楽しい会話はもちろんのこと、全身の健康にもつながります。ぜひ、歯科口腔健康診査を
受診しましょう。

★対象者
　愛媛県後期高齢者医療の被保険者の方
　　（被保険者とは 75 歳以上または、65 歳から 74 歳で一定の障がいがあり、愛媛県後期高齢者医療広域

連合に認められた方です。）

　※　ただし、以下の方は対象外となります。
　　１　病院又は診療所に６か月以上継続して入院している方
　　２　障がい者支援施設、のぞみの園の設置する施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保

険施設へ入所・入居している方

★健診項目
　①　問診
　②　歯の状態（現在ある歯、入れ歯のかみ合せやかむ力の確認）
　③　口腔機能評価（口の中の健康診査）
　　・　舌の状態
　　・　えん下の状態（飲み込む力の確認）
　　・　口腔の状態（清掃状況やお口の乾燥状態等の確認）
　　・　歯肉の状態
　④　保健指導　　　　　

★受診方法
　愛媛県後期高齢者医療広域連合に電話、または保健福祉課窓口で、お申し込みください。クーポン券、
受診票、質問紙、登録歯科医院一覧表をセットにして、広域連合から郵送いたします。（２週間程度かかり
ます。）

　※　愛媛県後期高齢者医療から受診をお勧めする方には、クーポン券等を送付しています。

　クーポン券等が届いたら、登録歯科医院一覧表を同封していますので、事前に電話等にて登録歯科医院
にご予約のうえ、受診してください。
　（愛媛県後期高齢者医療広域連合と、愛媛県歯科医師会のホームページにも掲載しています。）

★受診期間
　令和３年６月１日㈫～令和４年２月 28日㈪

その他注意事項
○　無料で歯科口腔健診を受診できるのは、１年度内につき１回です。
　　重複受診が判明した場合は、費用を請求させていただきますのでご了承ください。
○　歯科口腔健診は無料ですが、その後に治療行為が行われる場合は、有料となりますのでご注意ください。

　　　　　　　　　　後期高齢者医療制度の歯科健康診査に関する問い合わせ
　　　　　　　　　　　愛媛県後期高齢者医療広域連合　事業課保健事業係
　　　　　　　　　　　☎ （089）911－7739　　FAX （089）911－7735
　　　　　　　　　　　　info@ehime-kouiki.jp

令和３年度　後期高齢者歯科口腔健康診査について
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４．応募・問い合わせ先

「４  応募・問い合わせ先」まで御持参ください。

「４  応募・問い合わせ先」のアドレスに送信してください。

「４  応募・問い合わせ先」までお送りください。なお、封筒表面に
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定住住宅建築・結婚・出産の奨励制度で応援します！
　町では、「松野町定住促進条例」による奨励策を実施し、住んでよし、訪れてよしの
まちづくりを推進しています。

　【定住住宅建築奨励金】

　※　転入者の場合、１年以内の再転入や転入後３年を超える場合は対象外です。

　【問い合わせ先】　ふるさと創生課　☎４２－１１１６

　【結婚祝金】

住んでよし、訪れてよしの松野町

奨 励 金 額 １,０００,０００円

住宅新築工事請負契約締結日から１か月以内又は新築住宅購入申込日以前の１か月間

主な資格要件

事前協議時期

〇　松野町に永住又は 10年以上居住すること。
〇　町外の方又は町内在住で満40歳未満の２人以上の世帯の世帯主が、町内に住宅
を新築　（新築住宅を購入）すること。
〇　申請者が、新築（購入）住宅を所有し、居住室等の住宅部分の面積が 66平方メー
トル以上あること。
〇　町税等の滞納がないこと。

結婚祝金の額 １００,０００円

結婚の届出が受理され、夫婦ともに住民基本台帳に記録された日から３か月以内

主な資格要件

申 請 時 期

〇　松野町に永住又は 10年以上居住すること。
〇　結婚届出後３か月以内に夫婦ともに町内に生活基盤を置き、住民基本台帳に記
録すること。
〇　町税等の滞納がないこと。

　【出産祝金】

出産祝金の額

出産し出生の届出をした日から３か月以内

主な資格要件

申 請 時 期

〇　松野町に永住又は 10年以上居住すること。
〇　町内に生活基盤を置き、かつ、住民基本台帳に記録された者が、子を出産し出
生の届出をしたこと。
〇　町税等の滞納がないこと。

第１子・第２子　１００,０００円、第３子　５００,０００円、
第４子　７００,０００円、第５子以上　１,０００,０００円
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タクシー利用券の交付について
　本町では、高齢者の通院や買い物などの外出を支援するため、自動車運転免許証の交付を受けていない
などの一定要件を満たす高齢者に対してタクシー利用券を交付する事業を実施しています。

１　対象者
　　タクシー利用券の交付を受けることができる方は、町内に在住し、かつ、松野町の住民基本台帳に記
録されている方で、次のいずれかに該当する必要があります。
　（1）　自動車運転免許証を自主返納された 65歳以上の者で、町税等の滞納がないもの
　（2）　自動車運転免許証の交付を受けていない 65歳以上の者で、町税等の滞納がないもの
　（3）　自動車を所有（使用を含む。）していない 65歳以上の者で、町税等の滞納がないもの

２　助成内容
　　１回のタクシー乗車につきタクシー料金の半額を超えない金額まで使用できるタクシー利用券（１枚
100円）の交付を行います。利用券の交付枚数は、１月あたり 20枚を上限とします。

３　助成の申請
　　タクシー利用券の交付を受けるためには申請が必要です。提出書類は次のとおりです。（申請書は、ふ
るさと創生課、保健福祉課、町社会福祉協議会にあります。）
　（1）　松野町タクシー利用券交付申請書
　（2）　町税等納付状況調査同意書
　（3）　住民票謄本　※申請書に記載されているとおり公用申請に同意する場合は、提出不要です。
　（4）　「自動車運転免許証を自主返納された方は、運転免許取消通知書又は運転経歴証明書
　　　　（自動車運転免許証の自主返納された方は申請書にある宣誓書の記載は不要です。）

４　交付の流れ

　【申込・問い合わせ先】　ふるさと創生課　☎４２－１１１６

　町公式ホームページ内の 「ようこそ町長
の部屋へ」 では、 町長のコラムを毎週更新
しています。 
　ぜひ、 ご覧ください。 

ようこそ
 町長の部屋へ
  ～ 松野の将来を語る ～

松野町長  坂本   浩

松野町高齢者外出支援事業

申請
上記（1）～（4）の書類

審査
交付可否の決定

利用券不交付

利用券交付
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広見川水系水質検査結果

「みんなの川です、川を汚さないようにしましょう！」

採水日：令和３年２月 26日

酸性、アルカリ性を示す指標で、「７」は中性、「７」を超えるとアルカリ性、「７」未満では酸性を
示します。 
水温によって変動し、極端なアルカリ性化、酸性化は河川に生息する水生生物等に悪影響を及ぼします。

①水素イオン濃度 （ＰＨ）…………

⑥過マンガン酸カリウム消費量　… 
 　（KMnO4消費量） 

⑦濁　度　……………………………

④溶存酸素量 （ＤＯ）………………

②浮遊物質 （ＳＳ）…………………

③生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ）

⑤大腸菌群数　………………………

溶けないで水中に浮遊している粒径２㎜以下の物質の量で、数値が高いほど水が濁っている状態です。 
浮遊物質が多いとヘドロ等がたまったり、魚介類に悪影響を及ぼします。
水中にある有機物を、好気性微生物が分解するときに消費する溶存酸素の量です。 
河川の汚濁の度合いを示す代表的な指標で、この数値が大きいほど川が汚れていることになります。

水中に溶解している酸素の量のことで、濃度が低下すると好気性微生物の活動が抑制され水域の浄化
作用が低下します。 
酸素の無い川や少ない川では、悪臭が発生し、魚介類は生存できなくなります。

一般的に糞便汚染の指標とされていますが、この大腸菌群には大腸菌とよく似た性質の無害な菌も含
まれています。 
自然界（土壌・湖沼・河川・生物など）にも多く存在します。

被酸化性物質である有機物等（一部無機質も含む）によって消費される過マンガン酸カリウム消費量
のことで、有機物等が多いと数値が高くなります。（水道水質基準値は10㎎/ℓ、快適水質目標値は3
㎎/ℓ）
水の濁りの程度を数値で表したものです。 
一般的に河川の上流部では１～10度で、下流に行くに従って50～ 90度程度になります。（水道水質
基準値は２度以下）

※生活環境の保全に関する環境基準（環境省）「河川：類型Ａ」（①～⑤該当：水道２級、水産１級、水浴が出来るもの）を基準値に設定しています。
　水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの　　水産１級：ヤマメ・イワナ等貧腐水性水域（河川上流部）の水産生物用
　　　　　　　の部分が上記環境基準に適合していない箇所です。

水素イオン
濃　　　度
（ＰＨ）
①河　川　名

項　目

基準値

浮遊物質
 （ＳＳ） 

②

生物化学的
酸素要求量
（ＢＯＤ）
③

溶存酸素量
 （ＤＯ） 

④

大腸菌群数

⑤

過マンガン酸
カリウム消費量
 （KMnO4消費量） 

⑥

濁　　度

⑦

6.5 以上～
8.5 以下 25㎎/ℓ以下 2.0㎎/ℓ以下 7.5㎎/ℓ以上 参考値 参考値1,000MPN

/100mℓ以下

8.02

7.81

7.76

7.41

7.89

7.97

7.85

7.66

7.08

7.82

広　見　川

鰯　　　川

石 ヶ 内 川

延　行　川

奥　野　川

堀　切　川

目　黒　川

家　地　川

五 郎 丸 橋

大　門　橋

真　土　橋

鰯 川 河 口

豊岡めがね橋

谷　口　橋

奥野川河口

Ｊ Ｒ 鉄 橋

寺　　　橋

県　　　境

4.0

4.0

1.0

１未満

15.5

１未満

1.00

7.5

１未満

１未満

0.52

0.34

0.34

0.17

1.36

0.01

0.14

0.60

0.01 未満

0.01 未満

10.06

9.67

9.51

10.01

9.54

10.01

9.85

9.66

9.96

10.12

6.5

5.3

5.0

5.0

7.4

5.0

4.0

6.2

3.7

3.7

2.8

2.1

2.2

0.9

2.2

1.4

0.6

2.2

0.4

0.8

2,300

9,400

2,300

4,900

35,000

14,000

3,300

4,600

330

4,900
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○マダニにご注意ください
　毎年、春から秋にかけて、マダニが保有するウイルス等が原因の感染症が増加しています。
　農作業等で山林や草むら、薮などに入る場合には十分注意しましょう。
　マダニは食品や衣類、寝具など、家庭内に生息するダニとは種類が異なり、固い外皮に覆われた比較的
大型（吸血前で 3～ 4 ㎜）のダニで、主に森林や草地などの屋外に生息しており、咬まれても痛みもかゆ
みもないため気づきにくいようです。マダニが病原体を持っている場合もありますので、つぶさず慎重に
除去する必要があります。
 ・マダニによる感染症の症状【日本紅斑熱】【重症熱生血小板減少症候群（SFTS）】
　ＳＦＴＳウイルスを保有するマダニに咬まれて感染すると、6～ 14日間の潜伏期間後に発熱や嘔吐、
下痢、腹痛などの症状が現れ、重症化すると死に至る場合もあります。

　【問い合わせ先】
　松野町保健福祉課　☎４２－０７０８

○新型コロナワクチン接種についてのお願い
　・ワクチンは、肩に近い場所に接種します。
　すぐに肩を出せる服装を着用してください。

　　　※中央診療所リハビリ室を接種会場としているため、
　　　　５月18日から接種期間終了までの間は、午後のリハビリ・
　　　　物療治療はご利用できません。大変ご迷惑をおかけいたしますがご了承願います。

○発熱外来診療について
　発熱等の風邪症状がある場合は、診療時間内にまずは電話等で連絡をお願いします。

～中央診療所の外来診療時間～
受付時間　８：３０～１１：３０　１３：３０～１６：３０　
診療時間　９：００～１２：００　１４：００～１７：１５
○土・日・祝祭日は休診です。
　　（開業医、休日当番医をご確認ください。）

～出張診療所の外来診療日・時間～
目黒診療所６月３日㈭・吉野診療所６月10日㈭・谷口診療所６月17日㈭
受付時間　13：00～ 16：00　診療時間　13：30～ 16：30　※都合により変更する場合があります。

医療 ・ 保健福祉情報コーナー
暮らしに役立つ

マダニに咬まれたら
 ・マダニに咬まれても、痛みや痒みはなく、
気づかないことが多い。マダニが吸着して
いるのを見つけたら、必ず医療機関で処置
してもらいましょう。無理に引き抜こうと
すると、ダニの一部が身体に残ることがあ
ります。
 ・咬まれて数日後に発熱などの症状が出た場
合は、速やかに医療機関を受診してください。

マダニに咬まれないためには
 ・野外活動をする場合は、長袖や長ズボン、
手袋、帽子、長靴等を着用し、肌をなるべ
く露出をしない。
 ・防虫スプレーを活用する。
 ・野外活動の帰宅後はマダニに
　咬まれていないか確認をする。
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 令和２年度　松野町の給与･定員管理等について 

１　総　括

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

⑴　人件費の状況（普通会計決算）

⑴　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 2年 4月 1日現在）                              
一般行政職

（注）1　松野町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。                        
　　　2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。                        
　　　3　平成 26年に 5級制から 6級制に変更している。

⑵　職員の初任給の状況（令和 2年 4月 1日現在）

⑶　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 2年 4月 1日現在）

（注）1 職員手当には退職手当を含みません。               
　　　2 職員数は、平成 31年 4月 1日現在の人数です。               

区　分 住民基本台帳人口
（令和２年 1月１日）

人
3,919

歳出額
　　　 Ａ

千円
3,265,260

職員数
　　　 Ａ

給 与 費
給　料

人
70

１人当たり給与費
Ｂ／Ａ

千円
4,910

（参考）類似団体平均
１人当たり給与費

千円
5,477

千円
219,149

職員手当
千円

30,201

期末勤勉手当
千円

94,358

計　　Ｂ
千円

343,708

人件費
　　　 Ｂ

千円
587,889

人件費率
　　 Ｂ／Ａ

％
18.0

（参考）
　 30年度の人件費率

％
17.7

実質収支
千円

68,211
年　度
元

区　分
年　度
元

区　分

松 野 町
愛 媛 県
国

類似団体

区　　分 松野町
大 学 卒
高 校 卒

愛媛県 国

一般行政職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

40.9 歳
43.5 歳
43.2 歳
41.1 歳

297,800  円
324,600  円
327,564  円
291,821  円

183,111  円
151,353  円

189,643  円
155,674  円

182,200  円
150,600  円

区　　分 経験年数10年以上15年未満
大 学 卒
高 校 卒

経験年数15年以上20年未満 経験年数20年以上25年未満

一般行政職
247,100  円

―
300,300  円

―
344,700  円

―

348,628  円
419,760  円
 －  

334,737  円

平均給与月額
（国比較ベース）

326,742  円
356,104  円
408,868  円
318,307  円

⑵　職員給与費の状況（普通会計決算）

⑶　ラスパイレス指数の状況

⑷　給与制度の総合的見直しの実施状況について
　　給料表の見直し　〔実施〕
　　給料表の改定実施時期　平成 27年４月１日
　　・一般行政職の給料表について、国・県の見直しを踏まえ、平均 2.1％引き下げ（最大 3.7％）。
　　・激変緩和のため、３年間（平成 30年３月 31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

⑸　特記事項　　なし

98
97
96
95
94
93
92
91
90

94.494.894.8
93.793.7 93.793.7

94.4

94.4
94.5

96.4

96.4 96.4

R2.4.1

H29.4.1
H30.4.1
H31.4.1

松野町 類似団体平均 全国町平均

94.5

96.3

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職
の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を
補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額
を 100として計算した指数。

   
　　　2　（　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指

数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地
域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務
員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用
いて補正したラスパイレス指数。（補正前のラスパイ
レス指数 ×（1＋当該団体の地域手当支給率）/（1＋
国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。） 
  

　　　3　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似してい
る団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
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（注）1　松野町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。                        
　　　2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。                        
　　　3　平成 26年に 5級制から 6級制に変更している。

（注）　　      　(　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
⑴　一般行政職の級別職員数の状況（令和 2年 4月 1日現在）
区　分
１　級
２　級
３　級
４　級
５　級
６　級

４　職員の手当の状況
⑴　期末手当・勤勉手当

松 野 町 愛 媛 県 国

標準的な職務内容
主 事 補 ・ 主 事
主　　　　　　査
係　　　　　　長
上 級 専 門 員
主幹・課長補佐
課 長 ・ 主 幹

イ　人事評価を活用している

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
 ・役職加算　５～15％

（令和元年度支給割合）
  期末手当
　2.60月分
（1.45月分）

   勤勉手当
　1.90月分
 （0.90月分）

（令和元年度支給割合）
  期末手当
　2.60月分
（1.45月分）

   勤勉手当
　1.90月分
 （0.90月分）

（令和元年度支給割合）
  期末手当
　2.60月分
（1.45月分）

   勤勉手当
　1.90月分
 （0.90月分）

1人当たり平均支給額（令和元年度）
1,328 千円

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
 ・役職加算　　５～20％
 ・管理職加算   15～25％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
 ・役職加算　　５～20％
 ・管理職加算   10～25％

1人当たり平均支給額（令和元年度）
1,601 千円 ―

活用している昇給区分

ロ　人事評価を活用していない
活用予定時期

○

○

○ ○

○

未　　定
○

未　　定

昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分
　 上位、標準、下位の区分
　 上位、標準の区分
　 標準、下位の区分
　 標準の区分のみ（一律）

⑶　昇給への人事評価の活用状況

職 員 数
24人
2人
16人
3人
10人
9人

構 成 比
37.5 ％
3.1 ％
25.0 ％
4.7 ％
15.6 ％
14.1 ％

１号給の給与月額
146,830 円
196,477 円
232,657 円
265,521 円
291,148 円
320,796 円

最高号給の給料月額
248,838 円
305,721 円
351,750 円
386,121 円
394,965 円
412,251 円

100%

80%

60%

40%

20%

0%
令和２年の構成比 1年前（R元）の構成比 5年前（H27）の構成比

37.5%

3.1%3.1%
25.0%
4.7%4.7%
15.6%
14.1%

33.9%

25.8%

17.8%
14.5%

22.0%
10.0%
26.0%

20.0%
18.0%

3.2%3.2%

4.8%4.8%

4.0%4.0%
６級
５級
４級
３級
２級
１級

管理職員 一般職員令和 2年 4月 2日から令和 3年 4月 1日
までにおける運用

イ　人事評価を活用している
活用している成績率

ロ　人事評価を活用していない
活用予定時期

支給可能な成績率 支給実績がある成績率
○ ○

支給可能な成績率 支給実績がある成績率
　 上位、標準、下位の成績率
　 上位、標準の成績率
　 標準、下位の成績率
　 標準の成績率のみ（一律）

○　勤勉手当への人事評価の活用状況
管理職員令和 2年度中における運用 一般職員
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⑵　退職手当（令和 2年 4月 1日現在）

⑶　地域手当　　　　該当ありません

松 野 町
（支給率）　　　　自己都合　　　　　　　定年      
勤続 20年　　19.6695 月分　　　24.586875 月分      
勤続 25年　　28.0395 月分　　　33.27075　月分      
勤続 35年　　39.7575 月分　　　47.709　　月分      
最高限度額　　47.709　月分　　　47.709　　月分      
その他の加算措置                   
　定年前早期退職特例措置　2～ 20％加算

（支給率）　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年      
勤続 20年　　19.6695 月分　　　24.586875 月分      
勤続 25年　　28.0395 月分　　　33.27075　月分      
勤続 35年　　39.7575 月分　　　47.709　　月分      
最高限度額　　47.709　月分　　　47.709　　月分      
その他の加算措置                   
　定年前早期退職特例措置　2～ 45％加算                  

国

⑷　特殊勤務手当（令和 2年 4月 1日現在）

⑸　時間外勤務手当

支給実績（令和元年度決算）
支給職員 1人当たり平均支給年額（令和元年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度）

手当の種類（手当数）
手当の名称
技能手当
研究手当

主な支給対象職員
医師
医師

主な支給対象業務
放射線取扱

病理生理学の研究事務

左記職員に対する支給単価
月額 　150,000 円
月額 　150,000 円

7,200　千円
3,600,000　円　

2.7　％
2種類

⑹　その他の手当（令和元年度決算）

支給実績　　　　　　　　　　  （令和元年度決算）
職員 1人当たり平均支給年額（令和元年度決算）
支給実績　　　　　　　　　  （平成30年度決算）
職員 1人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

手 当 名

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職手当

管理職特別
勤務手当

内容及び支給単価
国の制
度との
異同

国の制度と
異なる内容

支給職員1人当たり
平 均 支 給 年 額支給実績

・配偶者、父母等： 6,500円
・子： 10,000円
・扶養親族のうち特定期間にある子：
　　　　　　　　　　   　  1人につき 5,000円加算

同 7,369　千円 193,921　円

・借家、間借居住者
　　家賃23,000円以下：
　　　月額から12,000円を控除した額
　　家賃23,000円超：
　　　月額から23,000円を控除した額の 2分の 1
　　　（控除した額の 2分の 1が16,000円を超える
　　　 ときは、16,000円）を11,000円に加算した額

・課長級：42,700円
・課長補佐級：31,300円
・診療所長：85,400 円
・診療所副所長：64,100 円

同 2,717　千円 135,850　円

・交通機関利用者で、片道 2㎞以上
　全額支給限度額：55,000円
　2分の 1加算限度額：20,000円
・自動車等利用者／一般の場合
　 2 ～ 5 ㎞： 2,000円　 5 ～10㎞： 4,200円
　10～15㎞： 7,100円　15～20㎞：10,000円
　20～25㎞：12,900円　25～30㎞：15,800円
　30～35㎞：18,700円　35～40㎞：21,600円
　40～45㎞：24,400円　45～50㎞：26,200円
　50～55㎞：28,000円　55～60㎞：29,800円
　60㎞以上 ：31,600円

同 1,791　千円 42,642　円

異
組織が異な
り比較でき
ない

9,629　千円 356,629　円

・課長級：8,000 円         
・課長補佐級：6,000 円         
・診療所長： 8,000 円         
・施設長：8,000 円

異
組織が異な
り比較でき
ない

60　千円 20,000　円

14,904 千円
236 千円

23,113 千円
372 千円

（注）職員 1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は「支給実績（令和元年度決算）」と同じ年度の 4月 1日現在の総職員数（支給対象とならない職員を除く）である。

　　　
           
業務増加による人員配置調整のため           
           
退職による人員配置調整のため           
           
業務増加による人員配置調整のため
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（注）  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

５　特別職の報酬等の状況（令和 2年 4月 1日現在）
区　分 支 給 額 等 （参考）類似団体における最高 /最低額

給　　料

報　　酬

期末手当

退職手当

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

　　
議　　　会
総　　　務
税　　　務
民　　　生
衛　　　生
農 林 水 産
商　　　工
土　　　木

教 育 部 門
計

病　　　院
水　　　道
そ の 他

小　　　計

小　　　計
合　　　　　計 2

 0
2

0
0
0

2

0

（参考）人口1万人当たり職員数　　　　 163.31 人
※類似団体の人口1万人当たりの職員数　220.85 人

（参考）人口1万人当たり職員数　　　　 183.72 人
※類似団体の人口1万人当たりの職員数　258.70 人

　　　 　　
0
2
0

△  1
0
1
0
0

　　　
           
業務増加による人員配置調整のため           
           
退職による人員配置調整のため           
           
業務増加による人員配置調整のため

特
別
会
計

部
　
　
門

町　　　　　長
副 町 長
議　　　　　長
副 議 長
議　　　　　員

675,000　円／月
535,500　円／月
213,000　円／月
178,000　円／月
163,000　円／月

（令和元年度支給割合）

（算定方式）
 1ヵ月につき100分の46
（算定方式）
 1ヵ月につき100分の27

（１期の手当額）
14,904,000円
（１期の手当額）
  6,940,080 円

（支給時期）
退職の翌月
（支給時期）
退職の翌月

3.40　月分

（770,000円／455,000円）
（630,000円／440,000円）
（344,000円／140,000円）
（279,000円／115,000円）
（261,000円／100,000円）

町　　　　　長

副 町 長

町　　　　　長
副 町 長
議　　　　　長
副 議 長
議　　　　　員

６　職員数の状況
⑴　部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （各年４月１日現在）

⑵　年齢別職員構成の状況（令和 2年 4月 1日現在）

⑶　職員数の推移

区　分 職 員 数 対前年増減数 主な増減理由

91  
 ［125］

8
64

11
2
6

72

19

　　　　　　
1
20
2
18
10
8
2
3

令和２年度

89  
 ［125］

8
62

11
2
6

70

19

　　　　　　
1
18
2
19
10
7
2
3

令和元年度部　門
人 人 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　 ２　〔　　〕内は、条例定数の合計である。

25

20

15

10

5

0

R２年構成比
5年前の構成比

(% )

20
歳未
満

60
歳以
上

20
～2
3

24
～2
7

28
～3
1

32
～3
5

36
～3
9

40
～4
3

44
～4
7

48
～5
1

52
～5
5

56
～5
9

区　分

年　度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 過去5年の増減数/率部門別

20歳未満
0人

20歳～23歳
5人

24歳～27歳
8人

28歳～31歳
10人

32歳～35歳
8人

36歳～39歳
3人

40歳～43歳
9人

44歳～47歳
19人

48歳～51歳
12人

52歳～55歳
7人

56歳～59歳
9人

60歳以上
1人

計
91人職員数

一 般 行 政
教　　　　　育
普 通 会 計
特 別 会 計 計
総 合 計

55
7
62
20
82

58
7
65
19
84

59
8
67
18
85

63
9
72
18
90

62
8
70
19
89

令和２年度
64
8
72
19
91

9
1
10

△  1
9

16.36%
14.29%
16.13%

△   5.00%
10.98%



６月の森の国行事予定表

※休日当番医は、変更になることがありますので、新聞や電話等で確認し、
　事前に症状を説明し受診しましょう。

月

火

水

木

金

 

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 

 ※上 家 地…第２火曜日
 ※吉野葛川地区…第１木曜日

ごみ収集日程表

可 燃 物
月

火

水

木

金

発　

行
／
松
野
町
役
場　
　

編　

集
／
総
務
課

〒
７
９
８
ー
２
１
９
２　
愛
媛
県
北
宇
和
郡
松
野
町
大
字
松
丸
３
４
３

☎
０
８
９
５
・
42
・
１
１
１
１

U
R
L:http://w

w
w
.tow

n.m
atsuno.ehim

e.jp/
E-m

ail:m
-soum

u@
tow

n.m
atsuno.ehim

e.jp

24

予　　定 休 日 当 番 医日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

曜
日

火

水　粗大ゴミ収集／蕨生

木

金

土

日

月

火　健康診査・がん検診／松野町保健センター

水　粗大ゴミ収集／吉野　

木　健康診査・がん検診／森の国ふれあいセンター

金

土

日　田休みの日

月

火

水　粗大ゴミ収集／目黒

木

金

土

日

月

火

水　粗大ゴミ収集／上家地

木

金

土

日

月

火

水　粗大ゴミ収集／富岡

ますだクリニック
松澤循環器科内科

☎23ｰ6611
☎25ｰ5858

市立宇和島病院 小児科
篠 原 医 院

☎25ｰ1111
☎45ｰ3370

友松外科・胃腸科
笹 岡 内 科

☎22ｰ0410
☎24ｰ3886

上田小児科・外科
大野内科医院

☎25ｰ0100
☎45ｰ0141

鎌 野 病 院
わたなべハートクリニック

☎24ｰ6611
☎25ｰ1717

こおり小児科
鬼北町国保日吉診療所

☎24ｰ5633
☎44ｰ2250

河野整形外科クリニック
沖内科クリニック

☎22ｰ1822
☎25ｰ3335

市立宇和島病院 小児科
いしむら整形外科

☎25ｰ1111
☎20ｰ6635

資 源
月

火

水

木

金

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 ※上 家 地…第１・第３金曜日
 ※吉野葛川地区…第２・第４月曜日

不 燃 物

ＰＥＴボトル びん・かん
月

火

水

木

金

 

 町内全域

 

 

 ※上 家 地…第２・第４水曜日
 ※吉野葛川地区…第１・第３水曜日

古 紙

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 ※吉野葛川地区…毎週火曜日

混ぜればゴミ！

分ければ資源！

ゴミの減量化に

ご協力ください！

混ぜればゴミ！

分ければ資源！

ゴミの減量化に

ご協力ください！


